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交通事故による損害賠償額の決定に関する専決処分について １～3 
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（様式 ２）                    

事  故  報  告  書 

事故発生日時 平成 26年４月１日（火曜日） 午前５時３分頃  天候：晴れ 

事故発生場所 福岡市博多区那珂六丁目 26番 12号付近路上 

相 手 方 

物 

的 

損 

傷 

住 所 
 

氏 名 

人 

的 

損 

傷 

住 所 

氏 名 

事故の概要 

平成 26 年４月１日午前５時３分頃，消防局南消防署警備課所属の職員

が，業務を終え同課所管の消防自動車を運転して帰庁する途中，市内博多

区那珂六丁目26番12号付近の道路の側道から左折専用の標識を見落とし

右折して当該道路へ合流した際，右方から当該道路を直進してきた相手方

○○○○所有の普通貨物自動車と接触して当該車両を破損させるととも

に，当該車両を運転していた相手方○○○○氏を負傷させ，それぞれ損害

を与えたものである。 

損害の程度 

相 

手 

方 

物的損傷 車両前面部及び助手席側一帯の破損 

人的損傷 頚椎・腰椎・両膝関節捻挫 

市 

 

側 

物的損傷 
車両前面バンパー部及び運転席ドア部一帯の破損 

（損害額：3,763,124円） 

人的損傷 
腰部捻挫・右大腿部打撲（助手席の隊員） 

 

過失割合  相手方   ０割 本市   10割 

損害賠償額 

相手方の物的損傷の損害賠償額  1,522,010円 

 

相手方の人的損傷の損害賠償額  1,249,635円 

 

 

（※）福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認め

られるおそれのある情報については，掲載しておりま

せん。 
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（様式３） 

事故現場見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場詳細図 

 

 
事故現場住所：福岡市博多区那珂 6丁目 26番付近 

 

至 五十川 

至 板付 

至 諸岡 
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那珂六丁目 

弓田 
交差点 

鹿児島本線 
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